
保健事業� 健康推進課　☎33-5116　八代市保健センター　☎32-7200　鏡保健センター　☎52-5277

　皆さんの健康を確認していただくために、さまざまな健康診査を行っています。自覚症状がない人も油断せず、年
に1回は必ず定期健診を受け、早期発見、早期治療に努めましょう。

健康診査

健診名 内容 対象者

特定健診（国民健康保険） 身体測定・血液検査・検尿・血圧・心電図など
40～74歳以下で八代市の国民健康保険に加
入している人

後期高齢者健診 身体測定・血液検査・検尿・血圧測定など
75歳以上の人（満75歳の誕生日から対象）ま
た、65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度
に加入している人

高齢者歯科健診 歯周病・噛み合わせ等を調べる検査
75歳以上の人（満75歳の誕生日から対象）ま
た、65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度
に加入している人

基本健診（生活保護受給者） 身体測定・血液検査・検尿・血圧測定など
40歳以上の生活保護受給者で、医療保険に加
入していない人

ヤング健診
基本健診・歯周病検診（必須）
腹部超音波検診・乳がん検診（乳房エコー）
子宮頸がん検診

20～39歳
※乳がん検診は、30歳以上の女性

検診名 内容 対象者

肝炎ウイルス検診
Ｂ型肝炎ウイルス検診
Ｃ型肝炎ウイルス検診

40歳
（過去に検査を受けた事のない人）

胃がん検診 問診・胃エックス線検査（バリウム） 40歳以上

肺がん・結核検診
問診・胸部エックス線検査・喀痰細胞診検査
（問診の結果必要な人のみ）

40歳以上

大腸がん検診 問診・便潜血反応検査2日法 40歳以上

前立腺がん検診 PSA検査 50歳以上男性

子宮頸がん検診 問診・視診・子宮頸部の細胞診検査 20歳以上女性

乳がん検診 問診・マンモグラフィ 40歳以上女性

腹部超音波検診 問診・腹部の超音波検査（エコー） 40歳以上

歯周病検診 歯周病を調べる検査 40～74歳

保健・福祉・医療・年金
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　母子健康手帳は妊産婦健康診査や乳幼児健康診査な
どの記録を行うことで母子の健康管理に役立てる手帳
です。八代市健康推進課（または鏡保健センター）で交
付しています。妊娠届出書（医療機関名が記載されたも
の）、マイナンバー及び本人確認に必要なもの（運転免許
証や保険証、年金手帳など）をご持参ください。

母子健康手帳及び妊産婦健康診査受診券の交付

　体外受精又は顕微授精による特定不妊治療及び人工
授精による一般不妊治療を受けるご夫婦に対し、治療費
の一部を助成します。

不妊治療費助成

　予防接種は、すべて指定医療機関での個別接種です。
　子どもは、冊子「予防接種と子どもの健康」や予防接種
カレンダーをよく読んで受けてください。高齢者インフ
ルエンザ、高齢者肺炎球菌は、広報やつしろや市のホー
ムページを読んで適切な時期に受けてください。

予防接種

　4か月児・7か月児・1歳6か月児・3歳児健診、2歳児歯
科健診を実施しています。対象者には個人通知しますの
で、通知後受診してください。

乳幼児健康診査

　こころに悩みをかかえている人やその家族の方に対
し、悩みの理解や解決にむけて心理士が個別に相談に応
じます。

こころの健康相談

産後の育児不安等がある方に授乳や乳房ケア、育児指導
を行います。宿泊型と訪問型のケアがあります。
※利用の可否には審査があります。

産後ケア

　不安な気持ちや悩みを抱えているママやパパ達が安
心して子育てができるよう相談に応じます。

子育て世代包括支援センター

　特定健診の結果に基づき、生活習慣病予防や改善が必
要な方には、保健指導を行います。

特定保健指導

　保健師・管理栄養士等が家庭を訪問して、生活習慣病、
妊娠、育児などに関する相談に応じます。

訪問指導

　保健師・管理栄養士・歯科衛生士等が、健康に関するお
話などを行います。

健康教育

　健康づくりや育児・栄養・運動などについて、保健師や
管理栄養士等が個別に相談に応じます。

健康相談
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※�手続に必要な共通なものとして、上記のほかに届出人の顔写真付き身分
証明書（運転免許証など）が必要となります。

種類 届出の種類 手続きに必要なもの

加
入
す
る
と
き

子どもが
生まれたとき

被保険者証、世帯主の預貯金通帳
（国保加入者が出産した場合）、出産
にかかった実費及び直接支払制度
の利用を確認できる証明書

他の市区町村から
転入したとき

転出証明書、マイナンバーカード
又は通知カード

他の健康保険を
脱退したとき

健康保険等資格喪失証明書、マイ
ナンバーカード又は通知カード

生活保護を
受けなくなったとき

保護廃止証明書、マイナンバー
カード又は通知カード

脱
退
す
る
と
き

死亡したとき 被保険者証、喪主の預貯金通帳

他の市区町村へ
転出するとき

被保険者証、マイナンバーカード
又は通知カード

他の健康保険に
加入したとき

国保と職場の健康保険などの被保
険者証、マイナンバーカード又は
通知カード

生活保護を
受けはじめたとき

被保険者証、保護開始証明書、マイ
ナンバーカード又は通知カード

そ
の
他

転居したとき
被保険者証、マイナンバーカード
又は通知カード

世帯を分離したり
合併したとき

被保険者証、マイナンバーカード
又は通知カード

世帯主や氏名が
変わったとき

被保険者証、マイナンバーカード
又は通知カード

修学のため世帯員が他
の市区町村に転出する
とき（学生の特例）

被保険者証、在学証明書、マイナン
バーカード又は通知カード

注　意

国保加入の届出が遅れると、国保への加入資格が発生
した時点までさかのぼって、国保税を支払うことにな
り、また、保険証がない期間の医療費は全額自己負担
となる場合があります。

�【課税・給付関係】本庁国保ねんきん課 ☎33-4113� �
　　　　　　　 各健康福祉地域事務所� �
　　　　　　　　　　　　　  （坂本）☎45-2213� �
　　　　　　　　　　　　　  （千丁）☎45-5183� �
　　　　　　　　　　　　　　  （鏡）☎52-7836� �
　　　　　　　　　　　　　  （東陽）☎65-2113� �
　　　　　　　　　　　　　　  （泉）☎67-2176� �
【納税関係】本庁納税課　　　　　　　☎33-4109

国民健康保険

　八代市内に住んでいる75歳未満（65歳以上で一定の
障がいがある人を除く）の人は、職場の健康保険に加入
している人とその扶養家族、及び生活保護を受けている
人などを除いて、八代市の国民健康保険（以下「国保」と
いう。）に加入しなければなりません。

国保の加入者

　国保では一人ひとりが被保険者となり、加入は世帯ご
とで、世帯主が届出を行います。
　八代市に外国人登録をしていて、3か月以上日本に滞
在するものと認められた場合は、国保に加入しなければ
なりません。
※75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入します。

こんなときは14日以内に届出を

加入と届出

医療保険分
後期高齢者
支援分

介護保険分
（40歳～64歳の人のみ）

所得割 10.6% 3.3% 2.7%

均等割 29,600円 9,300円 14,900円

平等割 22,000円 6,900円 -

限度額 63万円 19万円 17万円

� （令和3年度）

　国民健康保険税（以下「国保税」という。）は、みなさん
が病気やケガをしたときの医療費や出産育児一時金、葬
祭費に充てるための大切な財源になります。必ず納期ま
でに納めてください。
　なお、職場の健康保険や、後期高齢者医療保険に加入
している人、生活保護を受けている人以外は国民健康保
険（以下「国保」という。）に加入しなければなりません。
　また、国保税は加入手続きを行った月からではなく、
国保の資格が発生した月から計算します。加入の事由
（八代市への転入や社会保険の資格喪失など）が生じた
ときは14日以内に手続きをしてください。

税率・税額

所得割…所得に応じた額
均等割…一人あたりの額
平等割…世帯あたりの額

国民健康保険税

国保税の軽減

　所得の少ない世帯については均等割（一人あたりの
額）と平等割（世帯あたりの額）を軽減する制度がありま
す。
　ただし、世帯内の国保加入者の中に所得の申告をして
いない人がいますと、軽減することができませんので毎
年必ず所得の申告をしてください。
※�所得がない場合も、所得がないという申告が必要です。

　国外から転入された人は、加入手続きの際に「国民健
康保険税簡易申告書」の記入をお願いします。国外での
収入は日本では課税対象となりませんのでご注意くだ
さい。
　また、倒産・解雇・雇止めなどによる離職をされた方
で、失業等給付を受ける方については軽減制度がありま
す。窓口でご相談ください。
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区分 限度額（3回目まで）

ア 252,600円＋（総医療費－842,000円）×1%

イ 167,400円＋（総医療費－558,000円）×1%

ウ 80,100円＋（総医療費－267,000円）×1%

エ 57,600円

オ 35,400円

医療機関ごとに計算します。
�同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計
算します。
�入院中の食事代や差額ベッド代などは、対象外となり
ます。
�過去12ヶ月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の支
給を受けたとき、4回目以降は限度額が軽減されます。

70歳以上75歳未満の場合

①�月の1日から末日までの1ヶ月間に支払った医療費
が、負担限度額を超えたときは、申請により高額療養
費が支給されます。
②�外来を個別に計算し、次に外来と入院を合わせて計算
します。（外来の限度額または同じ月に入院されてい
る場合は、合算して支給されます。）

※1）同じ世帯の国保加入者と世帯主が住民税非課税の人
※2）�同じ世帯の国保加入者と世帯主が住民税非課税で、それぞれ所得から

必要経費を差し引くと0円になる人
※3）�≪≫内は、過去1年間に高額療養費に3回以上該当した場合の4回目か

らの限度額です。

負担割合 所得区分
自己負担限度額

外来（個人単位）外来+入院（世帯単位）

3割負担

住民税
課税所得
690万円
以上

252,600円+（総医療費－842,000円）×1％
≪140,100円≫

住民税
課税所得
380万円
以上

167,400円+（総医療費－558,000円）×1％
≪93,000円≫

住民税
課税所得
145万円
以上

80,100円+（総医療費－267,000円）×1％
≪44,400円≫

2割負担

一般
18,000円

（年間上限144,000円）
57,600円
≪44,400円≫

区分Ⅱ（※1）
8,000円

24,600円

区分Ⅰ（※2） 15,000円

高額療養費

高額療養費について

70歳未満の場合

①�同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で支払った一部
負担金が21,000円以上となったものが計算の対象
となります。
②�一つの世帯で、①で計算対象となった一部負担金の合
計額が限度額を超えたとき（＝世帯合算）、高額療養費
が支給されます。

その他の給付

※注1）�70歳の誕生日の属する翌月（誕生日が月の初日である場合はその
月）以後。

年齢による区分 医療費の負担割合

義務教育就学前 2割

義務教育就学後～69歳 3割

70歳以上　※注1 2割（所得により3割）

　病気やけがで医療を受けるとき、国保を扱う病院・診
療所で国保の保険証を提示すると一部負担金（負担割合
の額）を支払うだけで医療を受けることができます。

医療費の負担割合

国保税の減免

　国保税には被災したり、廃業などにより所得が激減し
た場合は、国保税を減免する制度があります。減免の要
件は次のとおりです。
災害による減免
所得の激減による減免
給付制限の場合の減免（収監の場合の減免）
　また、社会保険の被保険者だった人が75歳になり、後
期高齢者医療制度に加入することでその被扶養者（65
～74歳）だった人が国保に加入する場合は、申請してい
ただくと、当分の間所得割が免除となります。また、国保
加入後2年間は、均等割（一人あたりの額）が半額に、さ
らに、国保に加入している人が同一世帯内に一人になる
場合には、平等割（世帯あたりの額）も半額になります。

国保税の支払方法と納期

　国保税の支払方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2
種類あります。
　特別徴収とは、年金を受け取る度に（年6回）国保税を
年金から直接お支払いいただく方法です。対象者は、世
帯内の国保の加入者全員が65歳以上75歳未満である
ことや年金の年額が18万円以上であること、国保税と
介護保険料を合わせた額が年金受給額の半分を超えな
いことなど一定の条件を満たす人です。
　普通徴収とは、特別徴収以外の人の支払方法で、4月
から3月までの年12回、納付書か口座振替でお支払いた
だく方法です。
　特別徴収でのお支払いの人は、八代市に申し出をして
いただくことにより、口座振替を条件に特別徴収から普
通徴収へ支払方法を変更することができます。

納税義務者は世帯主

　国保税の納付書は、世帯主あてに送られます。世帯主
自身が社会保険などに加入していて国保の加入者でな
くても、世帯主には納期限内に国保税を納める義務があ
ります。

社会保険料控除について

　国保税は、所得税及び住民税の申告の際に社会保険料
控除の対象になります。

年金天引き（特別徴収）の場合

　被保険者本人のみに適用されます。

その他の支払方法（普通徴収）の場合

　国保税を実際に支払った方に適用されます。
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医療機関の適正受診を心がけましょう

病院にかかったときの医療費は、皆さんの保険税や
国・県の補助金等からまかなわれます。必要な人が安
心して医療が受けられるように、医療機関・薬局の適
正受診に引き続きご協力ください。

　国保と介護保険の両方を利用し、1年間（8月～翌年7
月）の一部負担金の合計額が限度額を超えた場合は、限
度額を超えた額が払い戻されます。
　ただし、食費や居住費、差額ベッド代などは合算の対
象となりません。

高額医療・高額介護合算制度

　交通事故にあい、けがをした場合でも国保を使用して
診療を受けることができますが、本来、その医療費は、事
故の原因となった第三者（加害者）が負担すべきもので
す。交通事故にあったら、警察に届け「事故証明書」をも
らって国保の窓口に「第三者行為による傷病届」を提出
してください。
※�国保に届出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませて
しまうと国保が使えなくなってしまうことがあります。示談を結ぶ前に
必ず相談してください。

交通事故等にあったら届出を

高額療養費の自動振込について

　事前に専用の申請をしていただくことで、高額療養費
の支給がある場合、該当する都度申請することなく、指
定された口座に自動で振込を行うことができるように
なりました。　

�対象／原則として国保税の滞納が無い世帯

�振込口座／原則として世帯主名義の口座

限度額認定証について

　高額な入院診療や外来診療を受けたとき、『限度額適用
認定証』を医療機関などに提示することによって窓口で
の負担が限度額（82ページの表を参照）までとなります。
　70歳未満の人と70歳以上の非課税世帯などの人は、
事前に交付申請をしておくか、急に受診したとしても家
族の人に頼んで受診した月内に申請すればその月から
使える限度額適用認定証が交付されます。

出産育児一時金（R4.1月以降）

　国保の被保険者が出産した場合には、申請によって出
産育児一時金が40.8万円または42万円（出産した医療
機関が「産科医療補償制度」に加入している場合のみ）支
給されます。

�対象／八代市の国保に加入している人で、他法給付が
ない人（妊娠85日以上であれば、死産、人工流産は問い
ません）

※�他法給付とは、社会保険などの被保険者（本人）で1年以上加入期間があ
る人は、資格喪失後であっても6ヶ月以内の出産であれば、社会保険など
から出産育児一時金を受取ることができることです。
※�出産育児一時金は通常、分娩する病院と契約を結ぶことにより、市から
直接病院に支払われます。なお、出産費用が支給額（40.8万円または42
万円）を下回った場合は、市に差額の申請をすることにより、後日本人に
差額が支給されます。

葬祭費

　国保の加入者が死亡した場合、その葬祭を行った人に
葬祭費が2万円支給されます。
※�亡くなった人が国保加入から3ヶ月以内の場合は以前の健康保険から支
給される場合があります。
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　後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者の方々の
心身の特性に応じた医療を提供するとともに、将来にわ
たって国民皆保険を堅持するためにその医療費を国民
全体で支える制度として国の医療制度改革により平成
20年4月に創設されました。

国保ねんきん課　☎33-4490

後期高齢者医療制度

　後期高齢者医療制度の保険料については、被保険者個
人ごとにお支払いいただきます。

保険料率（令和2年度・令和3年度）

均等割額（一人あたりの額）…50,600円
所得割率（収入に応じた額）…9.95％

保険料の軽減

　収入の少ない人については、保険料を軽減する制度が
あります。

均等割の軽減（世帯の所得に応じて軽減）

（令和3年度）

保険料

75歳以上の人
�65歳以上75歳未満で一定の障がいについて認定を受
けた人

対象者

　後期高齢者医療制度では、対象の人に対して、ひとり
1枚保険証が交付されます。
　原則として、75歳になる月の前の月にお届けします。

保険証

後期高齢者医療制度に加入する前日まで、被用者保険の

被扶養者であった人の軽減

均等割額の軽減割合
軽減後の均等割額
（年額）

所得割額
はかかり
ません。5割軽減 25,300円

※�被用者保険とは、協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合などをさしま
す。国民健康保険・国民健康保険組合は、該当しません。
※�資格取得後2年間が軽減対象となります。

保険料の減免

　災害、事業の休廃止による収入の著しい減少など、突
発的な事情によりどうしても保険料を納めることが困
難になったときは、申請により保険料が減免される場合
があります。減免の要件は次のとおりです。
災害による減免
収入の減少による減免

保険料の納め方

　原則として年金天引き（特別徴収）になりますが、加入
日や年金の額などによっては、納付書や口座振替で納め
ていただきます。
　また、年金天引きの対象となる方も、申し出をしてい
ただくことで、口座振替に変更することができます。

社会保険料控除について

　保険料は、所得税及び住民税の申告の際に社会保険料
控除の対象になります。

年金天引き（特別徴収）の場合

　被保険者本人のみに適用されます。

その他の支払方法（普通徴収）の場合

　保険料を実際に支払った人に適用されます。

※保険料を滞納すると？

災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納した
場合、有効期限の短い保険証が発行されたり、被保険
者、世帯主又は配偶者は財産の差押処分を受ける場
合があります。保険料は必ず納期限内に納めてくだ
さい。

負担区分 負担割合 要件

一般 1割 3割負担以外の場合

現役並み
所得者

3割

同じ世帯の被保険者のいずれかの人
が、住民税課税所得145万円以上の場合
ただし、収入状況の申請により1割負担
となる場合があります。

　病気やけがで医療機関にかかるときの一部負担金の
割合は1割または3割です。

負担割合（8月～翌年7月）／毎年判定を行います。

医療機関での負担割合

※�「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が
110万円超（65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超）
の人の合計人数です。
※�均等割額軽減判定所得は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前にな
ります。また、年金所得については、高齢者特別控除（15万円）を控除し
た額で判定します。
※�軽減判定は、当該年度の4月1日（新たに制度の対象になった人は資格取
得時）における世帯状況により行います。

対象者の所得要件
世帯主および世帯の被保険者全員の

軽減判定所得の合計額

均等割の

軽減割合

軽減後の

均等割額

43万円＋10万円×（給与・年金所得者の数－1）
以下

7割 15,180円

43万円＋28万5千円×世帯の被保険者数＋
10万円×（給与・年金所得者の数－1）

以下
5割 25,300円

43万円＋52万×世帯の被保険者数＋
10万円×（給与・年金所得者の数－1）

以下
2割 40,480円

（ ）
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　後期高齢者医療と介護保険の両方を利用し、1年間（8
月～翌年7月）の一部負担金の合計額が限度額を超えた
場合は、限度額を超えた額が申請により払い戻されま
す。
　ただし、食費や居住費、差額ベッド代などは合算の対
象となりません。

高額介護合算療養費の支給

　交通事故にあい、けがをした場合でも後期高齢者医療
で診療を受けることができますが、本来、その医療費は、
事故の原因となった第三者（加害者）が負担すべきもの
です。交通事故にあったら、警察に届け「事故証明書」を
もらって後期高齢者医療の窓口に「第三者行為による傷
病届」を提出してください。
※�届出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまう
と後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ず
相談してください。

交通事故等にあったら届出を

　同じ月内に支払った医療費の一部負担金の合計額が
高額になった場合は、限度額を超えた額が払い戻されま
す。申請が必要な人には、案内の通知をお送りします。一
度申請された人は、次回からは申請の必要はありません。
� （令和3年度）

高額療養費 限度額適用・標準負担額減額認定証について

※1）�区分Ⅰとは、世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得（公的年
金等控除額を80万円、給与所得がある場合は給与所得金額から10万
円を控除して計算）が0円の人、または世帯全員が住民税非課税であ
り、老齢福祉年金を受給している人

※2）�区分Ⅱとは、世帯全員が住民税非課税の人で区分Ⅰ以外の人
※3）�≪�≫内は、過去1年間に高額療養費に4回以上該当した場合の4回目

からの限度額です。
※4）�75歳到達月は、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度に

またがるため、個人単位の自己負担限度額が上記の額の2分の1にな
ります。（誕生日が月の初日である場合を除く）

負担割合 所得区分
自己負担限度額

外来（個人単位）外来+入院（世帯単位）

3割負担

住民税
課税所得
690万円
以上

252,600円+（総医療費－842,000円）×1％
≪140,100円≫

住民税
課税所得
380万円
以上

167,400円+（総医療費－558,000円）×1％
≪93,000円≫

住民税
課税所得
145万円
以上

80,100円+（総医療費－267,000円）×1％
≪44,400円≫

1割負担

一般
18,000円

（年間上限144,000円）
57,600円
≪44,400円≫

区分Ⅱ（※2）
8,000円

24,600円

区分Ⅰ（※1） 15,000円

　マイナンバーカードを保険証として利用する場合、認
定証は不要です。
　開始時期は医療機関によって異なります。

自己負担割合が1割の人

申請をすることにより「限度額適用・標準負担額減額認
定証」の交付を受けることができます。医療機関等の窓
口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額が
適用され、入院時の食費が減額されます。ただし、所得区
分が、一般の場合は、保険証の提示のみで限度額までの
負担となります。

自己負担割合が3割の人

　申請をすることにより「限度額適用認定証」の交付を受
けることができます。医療機関等の窓口に提示すると、保
険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。ただ
し、所得区分が、住民税課税所得690万円以上の場合は、
保険証の提示のみで限度額までの負担となります。
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区分 第1号被保険者 第2号被保険者

対象者 65歳以上の人 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人

給付の対象者
寝たきりや認知症など入浴や食事などの日常生活動作
について介護が必要な人

初老期認知症や脳血管疾患など老化に伴う病気（特定
疾病）によって介護が必要となった人

保険料
本人及び世帯の所得の状況に基づき下記のとおり設定
しています。

加入している医療保険の算定方法に基づき設定され
ます。

保険料の納付

【65歳以上の人】
�以下の区分により保険料の納入通知書を送付します。�
仮徴収：4月送付。4月特別徴収開始の人と普通徴収の人
本徴収：7月送付。全ての人

【当年度7月1日以降に65歳到達及び転入等の人】
�誕生月及び異動月の翌月に納入通知書を送付します。

納付方法については下記のとおりです
【特別徴収】→年金から天引き
年金が年額18万円以上の人

【普通徴収】→納付書または口座振替
年金が年額18万円未満の人
年度途中で保険料額が変わったとき
年度途中で65歳になったとき　など
※�保険料の変更等で過払いが生じた場合は、後日還付通
知書を送付します。

加入している国民健康保険や職場の健康保険などの
医療保険で医療分と介護分の保険料を一括して納め
ます。

介護保険� 長寿支援課　☎32-1175

　介護保険制度は、高齢者などが介護を必要とする状態になっても、自立した日常生活ができるよう介護を必要とす
る人を社会全体で支えあうことを目的とする制度です。市が保険者となり、3年ごとに介護サービス見込み量や保険
料を見直します。

被保険者の種類

介護保険制度の仕組み
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所得段階 対象者 保険料率

第1段階
�生活保護を受給している人
�世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金※1を受給している人、または前年の
合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の人

基準額×0.3

第2段階
�本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額
が80万円を超え120万円以下の人

基準額×0.5

第3段階
�本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額
が120万円を超える人

基準額×0.7

第4段階
�本人が住民税非課税で、世帯のどなたかに住民税が課税されていて、前年の合
計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の人

基準額×0.90

第5段階
�本人が住民税非課税で、世帯のどなたかに住民税が課税されていて、前年の合
計所得金額＋課税年金収入額が80万円を超える人

基準額（※2）

第6段階 �本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.20

第7段階 �本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.30

第8段階 �本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.50

第9段階 �本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の人 基準額×1.70

※1　�老齢福祉年金は明治44年（1911年）4月1日以前に生まれた方が受ける年金です。
※2　令和3年度から令和5年度の基準額は78,000円です。基準額は3年毎に改定されます。

65歳以上の人の介護保険料（令和3年度から令和5年度）

保険料の滞納等による給付制限

　災害などの特別な事情もなく保険料を滞納している
方には、滞納期間に応じて次のような措置がとられ、保
険証にその旨が記載されます。
�利用している介護保険サービスの費用を一旦全額負
担し、申請により後で保険給付の払い戻しを受ける。
�利用者負担を1割又は2割から3割に引き上げる。（た
だし、利用者負担が3割の人は4割）高額介護サービス
費を支給しない　など。

保険料の減免

　災害などの特別な事情により、保険料を納められなく
なったときには、申請により保険料が減免されることが
あります。

社会保険料控除について

　保険料は、所得税及び住民税の申告の際に社会保険料
控除の対象となります。
�特別徴収（年金からの天引き）…被保険者のみに適用
されます。
�普通徴収（納付書及び口座振替）…保険料を実際に支
払った方に適用されます。
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⇩

⇩

⇩

⇩

⇩

⇩

申　請

意見書

訪問調査

介護認定審査

認　定

介護サービス計画

サービスの提供

本人や家族が市に申請します。
（居宅介護支援事業所などに申請を代行してもらうこともできます。）

主治医（かかりつけ医）が意見書を作成します。

調査員が自宅や入所先を訪問し、実際に体の動きを確認したり、本人や家族などから聞
き取り調査をします。（全国共通の調査票がつかわれます。）

介護認定審査会で、訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに審査・判定します。

市が認定し、本人に結果通知書を送付します。

要介護1～5と判定された人は、居宅介護支援事業所で介護サービス計画を作成します。
要支援1・2と判定された人は、地域包括支援センターで介護予防サービス計画を作成します。

介護サービス計画に基づいて、在宅サービスや介護施設サービスが利用できます。

認定は、一定期間ごとに見直しがあり、状態が変われば期間の中途でも変更申請が可能です。

介護サービス自己負担額

　介護サービスを利用した場合は、サービス費用の1割～3割を本人が負担することになります。介護施設サービス
を利用する場合は、別途、食費や居住費の負担があります。

　介護サービスを利用するには、要介護（支援）の認定を受ける必要があります。

介護認定申請からサービス利用までの流れ

介護サービスの利用
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事業 概要

配食サービス

65歳以上のひとり暮らしの方や高齢者のみの世帯等の方で、食事の支度が困難な方にバランスのとれた
食事をお届けします（昼食又は夕食のいずれかで週3回まで。医師の指示がある場合の俅尿病食の配達又
は、中山間地域（坂本・東陽・泉地域）に居住される利用者にあっては、週5回以内。）。併せて安否確認も行い
ます。
� 利用者負担：有

緊急通報装置
65歳以上のひとり暮らしの方に緊急通報装置を貸与し、緊急時に適切に対応するとともに安否確認を図
り安心した在宅生活を支援します。
� 利用者負担：有

高齢者短期入所
（ショートステイ）

おおむね65歳以上で介護保険要介護・要支援認定に該当していない方を一時的に介護する必要がある場
合に、養護老人ホームに入所させて高齢者及びその家族の生活の支援を行います。� 利用者負担：有

高齢者住宅改造助成

4月1日現在65歳以上で、介護保険の認定を受けた方の自立支援及び介護者の負担を軽減するため住宅の
改造などの経費を一部助成します。
［助成額］　50万円（上限額）
※対象となる工事は、要件がありますので詳細はお問い合わせください。

高齢福祉� 長寿支援課（地域支援係） ☎33-4436

　在宅の高齢者の生活を支援するサービスです。

高齢福祉サービス（介護保険以外）
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サービス 認定状況 利用頻度

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

介護予防訪問介護相当サービス
（身体介護・生活援助）

要支援1・2
週1回程度

週2回程度

要支援2 週2回を超える

えぷろんケアサービス
（生活援助）

要支援1・2
月2回（1回60分まで）

週1回（1回60分まで）

要支援2 週2回（1回60分まで）

口腔機能の向上教室 事業対象者、要支援1・2 月1～2回（3～6カ月以内の利用）

スポット訪問リハビリ 事業対象者、要支援1・2 全4回（6カ月以内の利用）

通
所
型
サ
ー
ビ
ス

介護予防通所介護相当サービス
要支援1 週1回程度

要支援2 週2回程度

お達者クラブ
事業対象者、要支援1・2 週1回

要支援2 週2回以内

元気アップチャレンジ教室
事業対象者、要支援1・2 週1回

要支援2 週2回以内

元気が出る学校 事業対象者、要支援1・2 週1回（全16回）

　2025年に「団塊の世代」が75歳を迎えるなど高齢化が進展していく中、要支援者等の高齢者の多様な生活支援の
ニーズを地域全体で支えることを目的として、「介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」といいます）」が市
町村の事業として位置づけられ、八代市では平成28年4月から開始しました。

総合事業の種類

　要支援認定者や基本チェックリストにより生活機能の低下が見られた人（事業対象者）が利用できる「介護予防・生
活支援サービス事業」と65歳以上すべての人が利用できる「一般介護予防事業」があります。

介護予防・生活支援サービス事業

　要支援認定者及び事業対象者を対象に、これまで予防給付として提供していた全国一律の介護予防訪問介護と介
護予防通所介護を緩和した基準などを用いながら、市の事業として実施します。

介護予防・日常生活支援総合事業
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一般介護予防事業

　「介護予防」とは「いつまでも住み慣れた地域で自分らしくいきいきと暮らしていくため、介護が必要な状態になら
ないように生活を工夫し、健康づくりに取り組むこと」を目指します。
　日々の生活の中で、筋力や心身の機能の衰えに早めに気づき、現在の状態の維持・向上のために、介護予防に取り組
むことが大切です。
　八代市では、介護予防教室、やつしろ元気体操教室等を実施しています。また、高齢者の通いの場づくりにも取り組
んでいます。

　高齢者の総合相談窓口として、高齢者や家族からの相
談に応じ、介護・保健・医療・福祉サービスなどの情報提
供や関係機関との連絡調整など、総合的に支援していま
す。また、高齢者の虐待の防止、成年後見など権利擁護の
ために必要な援助や要支援1、2と認定された方及び事
業対象者の介護予防サービスを受けるためのケアプラ
ンを作成し、支援を行っています。

地域包括支援センター

　山間地域（泉・坂本）にお住いの高齢者に関する様々
な相談に応じ、相談内容に適した介護・保健・医療・福祉
サービスなどの情報提供、要介護・要支援認定の申請や
保健福祉サービス等の利用申請の代行も行っています。

あんしん相談センター

相談する（65歳以上の人）
お住まいの地域を担当する地域包括支援センター、もしくは八代市役所（長寿支援課）

のいずれかに相談します。

要介護（要支援）認定申請をします 基本チェックリストを受けます

居宅介護支援事

業所とケアプラ

ンを作成します

地域包括支援セン

ターと介護予防ケ

アプランを作成し

ます

介護予防ケアマネジメント
地域包括支援センターで、本人や家族と話し

合い、ケアプランを作成します

【対象】要支援者、事業対象者

介護保険の介護予防サービス
が利用できます
※�介護保険のサービスと総合事業の両方を利
用できますが、内容が重複するサービスは利
用できません。

介護保険の介護サービス

が利用できます

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・生活支援サービス

事業（訪問型サービス・通所型

サービス）が利用できます

一般介護予防事業が利用

できます

要支援1・2の人要介護1～5の人 非該当の人
生活機能の低下が

みられた人

自立した生活が

送れる人

総合事業利用の流れ
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名称 所在地 連絡先 担当地区

第1地域包括支援センター
（ふるさと）

鏡町内田742-2 53-2601 鏡・東陽・泉

第2地域包括支援センター
（やまびこ）

上日置町2345 30-8071 太田郷・昭和・龍峯・千丁

第3地域包括支援センター
（だいち）

井揚町3100 45-5568 松高・八千把

第4地域包括支援センター
（しおかぜ）

郡築一番町180-1 37-3337 代陽・八代・麦島・郡築

第5地域包括支援センター
（くまがわ）

植柳上町683-1 35-1111 植柳・高田・金剛・宮地

第6地域包括支援センター
（おれんじ）

日奈久塩南町146-7 38-3373 日奈久・二見・坂本

名称 所在地 連絡先 担当地区

あんしん相談センター�一灯苑 坂本町坂本1071 45-2320 坂本

あんしん相談センター�さわやか荘 泉町下岳2974 67-2038 泉

八代市地域包括支援センター一覧

地域包括支援センター・あんしん相談センター一覧

八代市あんしん相談センター一覧
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こんなときには届出を

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交

付を受けたら、次のようなときには必ず届出てください。

①居住地や氏名が変わったとき

②手帳を紛失したり、破損したとき

③障がいの程度に変更を生じたとき

※1　�継続申請で、前回申請時に意見書を添付し、これまでの治療内容・方
針に変更がない場合は意見書の添付は不要です。ただし、2年に1度
は意見書を添付する必要があります。

�その他の書類が必要となる場合がありますので、詳し

くは窓口へお問い合わせください。

申請区分 どんなとき 申請に必要なもの

新規申請
初めての申請
のとき

申請書・意見書（指定医療機関）・
保険証・同意書・個人番号カード
等

継続
有効期限の3
か月前から

申請書・意見書（指定医療機関）※
1・受給者証・保険証・同意書・個
人番号カード等

再申請
有効期限が過
ぎたとき

申請書・意見書（指定医療機関）・
受給者証・保険証・同意書・個人番
号カード等

医療機関
変更

指定医療機関を
変更するとき

申請書・受給者証・個人番号カー
ド等

氏名・
居住地の
変更

氏名・住所が
変わったとき

申請書・受給者証・個人番号カー
ド等

保険の
変更

保険が変更に
なった場合

申請書・受給者証・保険証・個人番
号カード等

自立支援医療（精神通院医療）の給付

　指定医療機関において、精神疾患の継続的な通院によ
る医療が必要な方に対し、医療費の一部を医療保険及び
公費で負担します。

申請について

医療費助成

項目 内容

特別障害者手当
日常生活において常に特別の介護を必
要とする在宅の20歳以上の人に支給し
ます。（所得制限があります。）

障害児福祉手当
日常生活において常に特別の介護を必
要とする在宅の20歳未満の人に支給し
ます。（所得制限があります。）

特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのあるお子さん
（20歳未満）を養育している父母などに
支給します。（所得制限があります。）

障害年金等

年金の障がい等級に該当する状態に
なったときに支給します。（ただし、納付
要件を満たしている人）初診日に加入し
ている年金制度などにより請求先が異
なります。

手当と年金

種類 対象者 内容

身体障害者手帳
身体に障が
いがある人

障がいがある人のための援助
やサービスを受ける場合に必
要な手帳です。手帳の交付申
請には、身体障害者福祉法の
第15条の指定を受けた医師
の診断書が必要です。

療育手帳
知的に障が
いがある人

知的障がい者・障がい児のた
めの援助やサービスを受ける
場合に必要な手帳です。18歳
未満の人は児童相談所、18歳
以上の人は県の福祉総合相談
所の判定を受け、該当すれば
手帳が交付されます。

精神障害者
保健福祉手帳

精神に障が
いがある人

精神障がい者への援助や各種
制度上のサービスを受けやす
くするものです。申請に基づ
き県の精神保健福祉センター
で決定されると、手帳が交付
されます。

　身体、知的、精神に障がいのある人などにさまざまな
支援をしています。障がいのある人は、次のとおり手帳
の交付を受け、障がいの程度により各種制度が利用でき
ます。

障がい者手帳

障がい者・障がい児福祉� 障がい者支援課　☎35-0294

93

２２０２八代市3(SG60)行政最終.indd   93２２０２八代市3(SG60)行政最終.indd   93 2022/01/19   16:47:002022/01/19   16:47:00



※�その他の書類が必要となる場合がありますので、詳しくは窓口へお問い
合わせください。

申請区分 どんなとき 申請に必要なもの

新規
初めての申請
のとき

申請書・身体障害者手帳・意見書
（指定医療機関）・保険証・個人番
号カード等

再認定
有効期限の3
か月前から

申請書・身体障害者手帳・意見書
（指定医療機関）・保険証・個人番
号カード等

再申請
有効期限が過
ぎたとき

申請書・身体障害者手帳・意見書
（指定医療機関）・保険証・個人番
号カード等

医療機関
変更

指定医療機関
を変更すると
き

申請書・身体障害者手帳・意見書
（指定医療機関）・保険証・個人番
号カード等

氏名・
居住地の
変更

氏名・住所が
変わったとき

申請書・保険証・個人番号カード等

保険の
変更

保険が変更に
なった場合

申請書・保険証・個人番号カード等

※�その他の書類が必要となる場合がありますので、詳しくは窓口へお問い
合わせください。

申請区分 どんなとき 申請に必要なもの

新規
初めての申請
のとき

申請書・意見書（指定医療機関）・
保険証・個人番号カード等

再認定
有効期限の3
か月前から

申請書・意見書（指定医療機関）・
保険証・個人番号カード等

重度心身障がい者医療費助成

重度障がい者医療制度とは

　八代市では、重度障がい者の健康の保持及び福祉の向
上を図ることを目的として、保険診療による一部負担金
を助成しています。

重度障がい者医療の対象者

　�3歳以上の人で八代市に住所を有し、国民健康保険の
被保険者か医療保険各法の被保険者または被扶養者
で、次のいずれかに該当する人。（ただし、八代市の決
定により身体障がい者施設または知的障がい者養護
施設などに入所したため八代市外に住所を変更した
場合は、八代市の重度障がい者医療の対象者となりま
す。）
①�身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている
人
②療育手帳Ａ判定の交付を受けている人
③�精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている
人
④福祉手当受給相当者

※�他の市町村などの決定で八代市内の身体障がい者施設などに入所する
ために八代市に住所を変更した場合は、対象者になりません。

　�また、前年の所得が限度額を超えている人は、重度障
がい者医療費助成を受けることができません。

医療費の自己負担額／�入院：2,040円、入院外：1,020円
（ひと月ごと）

自立支援医療（育成医療）の給付

指定医療機関において、18歳未満の身体に障がいの
ある方が、障がいを軽くしたり回復させる治療（手術）を
うける場合に、医療費の一部を医療保険及び公費で負担
します。

申請について

自立支援医療（更生医療）の給付

指定医療機関において、18歳以上の身体障害者手帳
を持っている方が、障がいを軽くしたり回復させるため
に必要な医療（角膜手術・関節形成手術・人工内耳手術・
心臓手術・人工腎臓透析・抗HIV療法など）を受ける場合
に、医療費の一部を医療保険及び公費で負担します。

申請について

申請区分 どんなとき 申請に必要なもの

再申請
有効期限が過
ぎたとき

申請書・意見書（指定医療機関）・
保険証・個人番号カード等

医療機関
変更

指定医療機関を
変更するとき

申請書・意見書（指定医療機関）・
保険証・個人番号カード等

氏名・
居住地の
変更

氏名・住所が
変わったとき

申請書・保険証・個人番号カード等

保険の
変更

保険が変更に
なった場合

申請書・保険証・個人番号カード等
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事業名 対象者 事業の概要

障害福祉サービス 障がい者・障がい児、難病患者等

地域での自立した生活を支援するためのサービスを提供します。
訪問系サービス（ホームヘルプなど）
日中活動系サービス（生活介護・自立訓練など）
居住系サービス（グループホーム・施設入所支援など）

障害児通所支援
障がい児や障がいの疑いのある
児、難病患者等

基本的日常生活動作や社会生活適応などの支援をするための、通所サー
ビスを提供します。
児童発達支援　 放課後等デイサービス　など

自動車運転免許
取得費用助成事業

障がい者手帳の交付を受けてい
る人

運転免許を取得するときに10万円を限度として助成します。

自動車改造費
助成事業

上・下肢または体幹機能障がい者
自ら運転する自動車の手動装置などを改造するときに10万円を限度と
して助成します。

補装具の交付・修理
身体障害者手帳の交付を受けて
いる人・難病患者等

日常生活を容易にするため、補装具（義眼・補聴器など）の交付・修理をし
ます。

日常生活用具の
給付

身体障害者手帳及び療育手帳の
交付を受けている人、難病患者等

日常生活を容易にするため、各種用具（特殊寝台・入浴補助用具・ストー
マ装具など）を給付します。

訪問入浴サービス
重度の身体障がいにより、自宅で
の入浴介助が困難な人

訪問して、入浴サービスを行います。

移動支援事業
全身性障がい者（児）、知的障がい
者（児）、精神障がい者（児）（ただ
し、条件あり）

社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の支
援を行います。（月12時間を限度）

日中一時支援事業

日中短期入所…在宅において介
護を受けることが困難な障がい
者手帳の交付を受けている人
障がい児タイムケア…障がい者
手帳の交付を受けている児童・生
徒

日中短期入所…一時的に預かり、日中における活動の場を提供します。
障がい児タイムケア…放課後等に活動場所が必要な障がい児の預かり
及び日常的な支援を行います。

　各事業を利用できる障がいの種類・程度などの要件は事業ごとに異なります。
　利用する場合は事前に申請が必要となります。

各種障がい者・障がい児支援

事業所名 住所 連絡先 相談時間

かんねさこ荘
相談支援事業所

八代市松江
本町5-15

45-9012

ＦＡＸ45-9013

月曜～土曜
（祝日を除く）
午前8時30分～
午後5時30分

地域生活相談
支援センター
すまいる

八代市大村
町720-1

32-2333

ＦＡＸ32-2632

月曜～土曜
（祝日を除く）
午前8時30分～
午後5時

氷川学園相談
支援事業所
風舎

八 代 郡 氷
川 町 宮 原
1167-2

62-4081

ＦＡＸ62-4081

月曜～金曜
（祝日を除く）
午前8時30分～
午後5時30分

通報及び
相談先

八代市障がい者虐待防止センター
（八代市障がい者支援課内）

☎35-0294

八代市障がい者虐待防止センター

◯�虐待を受けていると思われる障がい者を発見した方
や虐待を受けていると思われる方は、八代市障がい者
虐待防止センターへお知らせください。

相談支援事業

◯�障がい者や障がい児、その保護者を対象に日常生活や
障害福祉サービス、障害児通所支援事業の利用等につ
いて、専門職員が相談をお受けします。また、申請をす
るときの支援やサービス事業者との連絡調整なども
行います。

障がい者・障がい児の相談窓口

95

２２０２八代市3(SG60)行政最終.indd   95２２０２八代市3(SG60)行政最終.indd   95 2022/01/19   16:47:022022/01/19   16:47:02



こども未来課　☎33-8721

児童福祉

保育所は、保護者の就労やその他の理由により家庭で保育
できない場合に、保護者に代って児童を保育する施設です。
※�保育を必要とする事由：就労、妊娠・出産、保護者の傷
病、同居親族の介護・看護、災害、求職活動中、就学、育
児休業、下の子の育児期間等

保育所

　就学前の子どもに幼児教育・保育を提供するところで
す。教育と保育を一体的に行っています。

認定こども園

利用者負担額（保育料）

　幼児教育・保育の無償化により、3～5歳児と住民税非
課税世帯の0～2歳児の保育料は無料となります。これ
に該当しない子どもの保育料は、父母などの住民税課税
額により決定します。
4月～8月の保育料は令和3年度の住民税課税額、9月以降

の保育料は令和4年度の住民税課税額により決定します。
　なお、以下の場合には、保育料が軽減されます。
①世帯から2人以上の児童が同時に保育所等に入所している場合
�2人目半額・3人目以降無料

満3歳未満の子どもを対象に小規模保育を実施しています。

地域型保育施設

入所申込について

提出書類

保育所等入所申込書兼特定教育保育給付認定申請書
自営業証明書・雇用（雇用予定）証明書
※他にも状況に応じて添付書類が必要な場合がありますのでお問合せください

事業名 対象者 事業の概要

点字市報・声の市報
視覚障がいで障がい者手帳の交
付を受けている人

市報を読んで聞かせる人がいない場合、点字版または音声録音した広報
を提供します。

緊急通報装置設置 重度障がい者のみの世帯
相談、急病及び災害等の緊急時に対応するため、緊急通報装置を設置し
ます。（一部自己負担あり）

住宅改造費
助成事業

重度の身体・知的障がい者がいる
世帯

障がい者の自立及び介護者の負担を軽減するため住宅の改造などの経
費を一部助成します。
【助成額】70万円（上限額）
※対象となる工事は要件がありますので詳細は問合せてください。

意思疎通支援事業
《手話通訳者等派遣事業》

聴覚障がい者等

聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思疎通を図ることに
支障がある市内に居住する障がい者等とその他の者との意思疎通を支
援するため、公的機関、教育、病院等の社会生活上必要な内容に対して手
話通訳者等を派遣します。
費用は原則無料（入場料、参加費に類する費用や市外派遣の際の交通費
は申請者負担）です。

車いすの無料貸出
病気や怪我等で歩行が困難な人
や市内の外出で車いすを利用す
る人

一時的に家庭で車いすが必要な方に一週間程度貸与します。

96

２２０２八代市3(SG60)行政最終.indd   96２２０２八代市3(SG60)行政最終.indd   96 2022/01/25   13:25:452022/01/25   13:25:45



②年収約360万円未満の世帯
�ひとり親等世帯　第1子：軽減　第2子：無料

�多子世帯　第1子：全額　第2子：半額　第3子：無料

③18歳以下の多子世帯の第3子以降
�無料

校区 私立保育所 定員 所在地 連絡先

代陽
白鷺保育園 � 80

本町二丁目
3-46

35-1820

つるまる保育園 140 横手町1648 34-1003

八代

ゆかり乳児保育園 � 70 八幡町1-51-2 35-3093

パール保育園 � 80
築添町
1625-1

35-5782

ひかり夜間保育園 � 20 新地町1-27-4 33-5390

太田郷

くおん保育園 � 90 上片町1549 32-3051

夕葉保育園 � 70 若草町3-5 32-7746

からたち保育園 � 40
萩原町一丁目
7-36

33-3722

たから保育園 100 清水町4-7 33-5502

八代ひまわり保育園 � 90 井上町330 34-7008

植柳 いずみ保育園 � 90
植柳元町
5940

32-6067

郡築 白島ぎんが保育園 � 45
郡築二番町
110-3

37-0202

麦島

やすらぎ保育園 � 60
古城町
2264-3

33-3538

キューピー保育園 � 50
迎町
二丁目13-7

33-3395

八代白梅保育園 � 60
千反町
一丁目3-3

34-4501

松高

杉の実保育園 100� 井揚町2274 33-5503

しらぬい保育園 120
高小原
町1507-1

34-1002

八代双葉保育園 � 90 松崎町453-4 32-3279

八千把

わかみや保育園 � 90
古閑中町
1356

35-3115

海士江保育園 140
海士江町
3428

33-0343

わらび保育園 140
田中西町
14-10

35-6388

※�白島ぎんが保育園は令和2年4月に私立保育園へ移行しました。

校区 私立保育所 定員 所在地 連絡先

高田
高田東部保育園 130

豊原上町
2920-2-4

32-4690

八代つくし保育園 130
高下西町
2283

34-5308

金剛
ひので保育園 150

三江湖町
1427

35-9501

あげまち保育園 � 90 揚町35-2 35-6666

昭和 昭和保育園 � 60
昭和明徴町
834-7

37-2393

宮地 バンビ保育園 � 70 西宮町1452 34-3514

日奈久
みずほ保育園 � 70

日奈久大坪町
3680-1

38-0462

天真保育園 � 50
日奈久上西町
372-4

38-0505

二見
二見中央保育園 � 60

二見下大野町
131

38-9420

光嶺保育園 � 50 二見本町982 38-9032

坂本

あさひ森の保育園 � 50
坂本町鶴喰
2226-1

45-8736

真愛保育園 � 20
坂本町百済来
上2718-1

45-8809

川岳保育園 � 60
鏡町野崎
217-1（仮）

53-8777

わかあゆ保育園 � 50
古閑浜町
3287（仮）

35-1000

千丁 和晃保育園 � 60
千丁町古閑出
2211-3

46-2638

鏡

若葉保育園 � 70
鏡町下有佐
252

52-1398

文政保育園 115
鏡町両出
65-2

52-1055

鏡しらぬい保育園 � 55
鏡町内田
742-12

37-8188

有佐保育園 � 80
鏡町中島
1344

52-0508

文政第二保育園 � 60
鏡町貝洲
809-1

53-9454

北新地海音保育園 � 60
鏡町北新地
709-3

53-9426

東陽 太陽保育園 � 40
東陽町南
3100-1

65-2214

校区 地域型保育施設 定員 所在地 連絡先

郡築
リス託児所 � 18

郡築八番町
45-4

37-0303

八代病院�
プチとまと

� � 8
郡築一番町
179

37-0317

宮地 ありんこ園 � 12 妙見町2377-3 30-0701

校区 認定こども園 定員 所在地 連絡先
代陽 聖愛幼稚園 � 55 袋町5-1 32-3303

八千把 八千把こども園 195
上野町
1268-2

35-7725

八代 八代ひかり保育園 255 新地町1-18 33-5391

千丁 あけぼの保育園 100
千丁町新牟田
141-1

46-0126

※�延長保育・休日保育・一時保育等の特別保育を実施している園もありま
す。各園またはこども未来課にお問合せください。

校区 公立保育所 定員 所在地 連絡先

太田郷
太田郷ひびき
保育園

� 60 日置町308 32-3374

高田
高田あけぼの
保育園

� 60 本野町522 32-3923

金剛 金剛みどり保育園 � 60
高植本町
1609-2

32-5380

郡築
郡築しおかぜ
保育園

� 70
郡築六番町
81-3

37-0426

宮地 宮地さくら保育園 � 45 宮地町33 32-3470

千丁 千丁みどり保育園 120
千丁町新牟田
1357-3

46-0088

鏡
鏡保育園 120

鏡町鏡村
190-4

52-0453

鏡第二保育園 � 45 鏡町芝口1-3 52-1267

東陽 河俣保育園 � 25
東陽町河俣
2620

65-2267

泉 下岳保育園 � 45
泉町下岳
1687

67-2527

（令和3年11月1日現在）市内保育所一覧
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　乳幼児（主に0～3歳）とその保護者など、子育て親子
が気軽に集える場所です。親子で遊んだり、親同士の交
流、子育て講座などの開催、子育ての悩みなどの相談を
受付けています。
�こどもプラザ　わくわく� �
（イオン八代店2階　☎30-7140）� �
開設日　月～金曜日� �
開設時間　�午前10時～午後3時� �

※�午後3時～午後4時は個別相談対応のみ
�こどもプラザ　すくすく� �
（マックスバリュ八代店2階　☎32-0404）� �
開設日　月・火・水・金曜日� �
開設時間　�午前10時～午後3時� �

※午後3時～午後4時は個別相談対応のみ�
�つどいの広場　ぽけっと� �
（振興センターいずみ2階　☎67-3511）� �
開設日　月・水・金曜日� �
開設時間　�午前9時～午後4時�

こどもプラザ・つどいの広場

　6つの保育園に併設してあり、0歳から就学前までの
子育て親子が気軽に集い、自由に遊んだり、子育ての情
報の交換や相談などができる場所です。保育士などが、
親子のふれあいやつながりを深める、お手伝いをしてい
ます。
市子育て支援センター（高田東部保育園）� ☎31-7468
南部子育て支援センター（ひので保育園）� ☎33-2393
北部子育て支援センター（しらぬい保育園）�☎34-1056
ひまわり子育て支援センター（八代ひまわり保育園）�☎34-7008
鏡子育て支援センター（文政保育園）� ☎52-1219

千丁子育て支援センター（千丁みどり保育園）�☎46-0088

子育て支援センター

　ファミリーサポートセンターは、会員同士が育児を
助け合う組織です。育児の援助を受けたい人を「利用会
員」、援助を行いたい人を「提供会員」と呼びます。会員と
なるには、あらかじめ登録が必要です。センターでは、会
員相互の連絡調整を行い、援助活動を支援しています。

こんなときはファミリーサポートセンターを

　 �残業のときなどに保育園や放課後児童クラブなど
へのお迎えやその後の預かり

　 病院や美容院など用事を済ませる間の預かりなど

�利用料金　1時間600円（土日祝日は700円）� �
原則として、午前7時～午後8時（宿泊を伴う預かりは
行いません。）

�センター事務局� �
市役所こども未来課� �
午前8時30分～午後5時15分　☎33-8721

※援助活動を行う提供会員のサポーター講習会を定期的に行っています。

ファミリーサポートセンター

　病気や病気の回復期の子どもで、保護者が仕事などの
理由により家庭で看護できないときに、一時的にお預か
りします。事前に利用登録が必要です。母子健康手帳を
窓口にお持ちください。ご家庭の所得に応じて利用料金
が必要です。

実施施設

�キッズルーム� �
（郡築十二番町71-2　八代乳児院内　☎32-0544）� �
開設日時　月～金曜日　午前7時30分～午後6時
�キッズケアホーム� �
（横手新町7-18　谷口ハイツ201号　☎32-0544）� �
開設日時　月～土曜日　午前7時30分～午後6時
�病児・病後児ハウスひかり� �
（新地町1-20-2　八代ひかり保育園横　☎33-5391）��
開設日時　月～金曜日　午前7時30分～午後6時
�八代北部地域医療センター病児・病後児保育室「ハグ・くむ」
（氷川町今151-1　八代北部地域医療センター東側棟　☎53-5121）
開設日時　月～金曜日　午前7時30分～午後6時

※祝日・盆・年末年始を除きます。

病児・病後児保育

私立幼稚園

満3歳又は3歳�から入園することができます。
�募集要項などは、私立幼稚園へ直接お問合せくださ
い。
�希望される幼稚園に直接お申込みください。

園名 連絡先
松寿幼稚園 37-0303

八代白百合学園幼稚園 33-2329
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小学校区 施設名 所在地 連絡先

代陽 代陽児童クラブ 北の丸町1-7　代陽小学校内 080-3986-1863

代陽（松高）つるまる児童クラブ 横手町1648-1　つるまる保育園内 34-1003

八代（松高）

ひかり児童クラブ 新地町1-27-1　八代ひかり保育園内 33-5391

第2ひかり児童クラブ 新地町1-27-1　八代ひかり保育園内 33-5391

第3ひかり児童クラブ 新地町1-27-1　八代ひかり保育園内 33-5391

松高

松高児童クラブ 高小原町1507-1　しらぬい保育園内 34-1002

第2松高児童クラブ 高小原町1507-1　しらぬい保育園内 34-1002

しらぬい児童クラブ 高小原町1476-2 45-5223

太田郷 太田郷児童育成クラブ 日置町445　太田郷小学校内 070-2384-8220

龍峯 龍峯児童クラブ 岡町谷川1043　龍峯小学校内 39-1212

植柳 いずみ児童クラブ 植柳元町5817-16　いずみ保育園内 32-6067

高田（植柳）つくし児童クラブ 高下西町2283　八代つくし保育園内 34-5308

高田
高田放課後クラブ 本野町187　八代市地域ふれあいセンター内 080-3979-8116

とうぶ児童クラブ 豊原上町2920-2-4　高田東部保育園内 32-4690

麦島 こむぎクラブ 迎町一丁目16-1-1　麦島小学校内 35-6080

八千把

八千把児童育成こあらクラブ 上野町1131　八千把小学校内 32-6942

海士江児童クラブ 海士江町2880-1　海士江保育園内 33-0385

八千把こども園ジュニアクラブ 上野町1268-2　八千把保育園内 35-7725

わかみやジュニアクラブ 古閑中町1356　わかみや保育園内 35-3115

金剛 ひので児童クラブ 三江湖町1427-14　ひので保育園もあい館内 35-9501

金剛（植柳）あげまち児童クラブ 揚町35-2　あげまち保育園内 35-6666

宮地 放課後児童クラブとら太 妙見町2377-3　NPO法人とら太の会内 30-0701

日奈久
日奈久はぐくみ児童クラブ 日奈久上西町372-4　天真保育園内 38-0505

みずほ学童クラブ 日奈久大坪町3680-1　みずほ保育園内 38-0462

二見
二見中央児童クラブFriends 二見下大野町131　二見中央保育園内 38-9420

光嶺学童クラブ 二見本町982　光嶺保育園内 38-9032

八竜
坂本町放課後児童クラブ 坂本町中谷い1270　さかもと青少年センター内 45-2275

真愛学童クラブ 坂本町百済来上2718-1　真愛保育園内 45-8809

千丁 千丁いぐさっこ児童クラブ 千丁町新牟田1434　千丁コミュニティセンター内 090-9561-1645

鏡 鏡すくすくスクール 鏡町鏡村609-1　鏡小学校内 080-3952-2246

有佐 有佐学童クラブ 鏡町中島1344　有佐保育園内 52-0508

東陽 東陽キッズクラブ 東陽町南3405-2　東陽小学校内 090-9565-2131

文政
文政学童クラブ 鏡町両出65-2　文政保育園内 52-1055

海音児童クラブ 鏡町北新地709-3　北新地海音保育園内 53-9426

　放課後や夏休みなどの長期休暇において、保護者が仕事などにより昼間、家庭にいない小学生児童を対象に、小学
校学校施設や保育所などで適切な遊びの場や生活の場を提供し、子どもの安全・安心を確保します。
　希望する児童クラブに直接申し込みください。

�開設日時、利用料金などは各クラブにお問合せください。

放課後児童クラブ

　保護者が病気や仕事などで一時的に家庭での養育が
困難となった子どもを、施設などでお預かりします。事
前に窓口で利用登録が必要です。ご家庭の所得に応じて
利用料金が必要です。
�ショートステイ� �
　疾病や出産、看護、出張、冠婚葬祭、公的な行事への
参加などの場合に利用できます。宿泊も可能で、原則7
日以内です。ただし、仕事が理由の場合は利用できま
せん。

ショートステイ・トワイライトステイ（子育て短期支援事業）

�トワイライトステイ� �
　夜間（午後5時～午後10時の間）や休日（土日・祝日）
に、保護者が仕事などの理由の場合に利用できます。
宿泊はできません。
�実施施設� �
八代乳児院（2歳未満）、八代ナザレ園（2歳以上）
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年齢 支給額（月額）

0～3歳未満（一律） 15,000円

3歳～小学生
第1・2子 10,000円

第3子以降 15,000円

中学生（一律） 10,000円

※�児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付
として月額一律5,000円を支給します。
※�養育する児童（18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある
者）のうち、最年長の児童を第1子として数えます。
※�令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度
額以上の場合は、児童手当等は支給されません。

支給月／6月、10月、2月に前月までの4か月分を支給

市民相談室

　�☎33-4452� �

（月～金　午前8時30分～午後5時）
　家庭児童相談員・婦人相談員・母子・父子自立支援員
が、家庭や子ども、女性問題、ひとり親家庭などの相談に
応じます。

子育て相談窓口

こどもプラザわくわく内（イオン八代店2階）
　☎32-6100
　幼稚園や保育園、様々な子育て支援サービスを、ス
ムーズに利用できるように、子育て相談専門員が相談を
受け、情報の提供やアドバイスを行います。（月～金　午
前10時～午後4時）

児童虐待を疑ったり、発見したら…

�市役所こども未来課　　☎33-8721
�熊本県八代児童相談所　☎33-3247
�児童相談所全国共通ダイヤル　189（いちはやく）番へ

子育てに関する相談窓口

　子育て家庭の経済的負担を軽減し、こどもの健康保持
と健全な育成を図るため、こどもの通院・入院等にかか
る医療費を全額助成します。

対象者

　0歳～18歳（高校3年生相当）のこども
　（こども・保護者（養育者）が市内に住民登録がある方）

助成方法

　県内の医療機関の通院や保険調剤薬局の薬剤費は、窓
口で無料です。入院など月ごとの医療費が21,000円以
上の場合は、いったん医療機関等にお支払いいただき、
助成申請が必要です。
※�医療保険適用分が助成の対象となり、次の費用は対象になりません。
　 医療保険の対象とならない費用
　 入院時の食事療養費
　 医療保険から高額療養費として支給される費用
　 保育園、幼稚園、学校でのケガ等で災害共済給付金の支給を受けるとき

こども医療費助成

　中学校修了前までの児童を養育されている人に支給
されます。
　支給期間は、申請した翌月から15歳に達した日以降の
最初の3月31日までとなっていますが、申請をしないと手
当が受けられませんので、忘れずに申請をしてください。

児童手当の額及び支給月

手当額

児童手当

全部支給 一部支給

児童1人 43,160円 43,150円～10,180円

児童2人目 10,190円加算 10,180円～5,100円加算

児童3人目以降 6,110円加算 6,100円～3,060円加算

※認定された場合、申請書を受理した月の翌月分から支給されます。

支給月

　毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日（土日祝日の
場合は、前営業日）に、その前月までの分を支給します。

手続き

　事前に相談の上、必要な書類をそろえて申請してくだ
さい。
※児童扶養手当認定後は、毎年8月に現況届の提出が必要です。

ひとり親家庭への福祉

　父母の離婚等により、父または母と生計を同じくして
いない児童を養育している母子家庭及び父子家庭、また
は父母に代わって児童を養育する養育者の生活の安定
と自立を助け、福祉の増進を図ることを目的として支給
される手当です。

対象児童

　18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
※�（政令で定める程度の障がいの状態である場合は20歳未満）
　 父母が離婚後、父（母）と別れて生活している児童
　 父（母）が死亡した児童
　 父（母）が重度の障がいの状態にある児童
　 父（母）が裁判所への申立てにより保護命令を受けた児童
　 婚姻（事実婚も含む）によらないで生まれた児童� 　など

支給額（月額）　※令和3年4月現在
　受給者の所得に応じて支給します。

児童扶養手当
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　母子家庭・父子家庭及び寡婦の方が、技能習得や就職
活動などの自立促進に必要な事由、又は、疾病、出産、看
護、冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加などによ
り一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合や、母
子・父子家庭になって間もなく生活が不安定な場合など
家庭支援員の派遣により生活援助や子育て支援を受け
ることができます。ご家庭の所得に応じて利用料金が必
要です。

支援内容

�生活援助……利用者宅で家事・介護その他の日常生活
のお手伝い
�子育て支援…保育サービス（支援員の居宅等での預か
り）
※�家庭生活支援員の派遣を希望する場合、事前に登録し、派遣依頼の申込
みが必要です。

ひとり親家庭等日常生活支援

　ひとり親家庭等の経済的負担を軽減し、母子等の健康
保持を図るため、医療費の自己負担額の3分の2を助成
します。

対象者

�母子家庭の母及び扶養している児童
�父子家庭の父及び扶養している児童
�父母のない児童
※�児童は、18歳に達する日以後の3月31日までの間にある人。母または父
は、20歳未満の児童を扶養している人。
※�18歳（高校3年生相当）までの市内に住民登録がある児童は、こども医療
費助成（全額助成）をご利用ください。
※�医療保険適用分が助成の対象となり、次の費用は対象になりません。
　 医療保険の対象とならない費用
　 入院時の食事療養費
　 医療保険から高額療養費や附加給付金として支給される費用

助成方法

　いったん医療機関等にお支払いいただき、助成申請が
必要です。

ひとり親家庭等医療費助成

　母子家庭の母・父子家庭の父が就職に有利な資格取得
を目指し、専門学校や大学等の養成機関で1年間以上修
業する場合に、生活の負担の軽減を図るため訓練促進費
を給付します。また、卒業後に修了一時金を支給します。
（養成機関等が遠隔地にあり通学が困難な場合や働きな
がら資格取得を目指す場合などは、通信教育による修業
も可能です。）

対象資格

　看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作
業療法士、理容師、美容師、調理師、栄養士　など

支給額

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

　母子家庭の母・父子家庭の父の自立を促進するため、就
職に結びつく可能性の高い講座を受講する費用の一部を
支給します。

対象講座

　雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座など

支給額

　支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用
の6割に相当する額です。（ただし、上限は20万、下限は
12千円）

手続き

　希望する人は、対象講座開始日の15日前までに母子・
父子自立支援員との事前相談を行い、対象講座としての
指定を受ける必要があります。
※�雇用保険制度の教育訓練給付を受けられる方も、差額を支給することが
可能になりました。

就労支援

訓練促進給付金
（月額）

修了一時金

市民税課税世帯 70,500円※ 25,000円

市民税非課税世帯 100,000円※ 50,000円

※卒業までの最後の1年間は40,000円を加算します。

支給期間

　修業期間中（最大4年間まで）。ただし、支給申請の
あった月分から支給します

手続き

　養成機関へ入学後、必要な書類を揃えて申請してくだ
さい。
※�熊本県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金（入学準備金・就職準備金）の
貸付制度もあります。

就労自立促進事業

　児童扶養手当を受給されており、就労可能で就労意欲
のある方に対し、ハローワークと福祉事務所等による「就
労支援チーム」が、支援対象者に応じた就職活動を支援し
ます。

支援の内容

　就労支援チームが、支援対象者の希望・意向を十分に
尊重して「支援プラン」を作成します。就職の目標時期や
具体的な就職活動を、計画性を持って支援します。

問合せ

　ハローワーク八代　職業紹介部門　☎31-8609

地域の学習教室

　学習に支障のあるひとり親家庭等の子どもたちに、最
寄りの地域で、学びの場・安らぎの居場所を確保・提供す
る事業です。

対象者／ひとり親家庭等の小・中学生

費用／1回�100円が上限
※�実施場所や参加申込などのお問合せは、
　宇城市ひとり親家庭の会　☎090-5726-2520

　または熊本県ひとり親家庭福祉協議会　☎096-331-6735

ひとり親家庭　応援の塾

　県内各地の学習塾の協力・支援により、受講料の割引制
度を設けている塾のことです。受講料の割引に加え、塾に
よっては県からの助成を受け教材の無料配布など様々な
支援を行っています。
　対象となる塾にて、手続きを行ってください。

子どもへの学習支援
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　心身の問題、仕事の問題、子どもや家庭の問題で、悩み
を抱えている方が自立した生活を送れるように、問題解
決に向けて相談や支援を行います。
　専門の相談員が悩みを聴き、問題点を整理して支援プ
ランを作成します。さらに、プランに沿って各種支援機
関（制度）の利用をコーディネートし、包括的な支援を行
います。
　まずは、お電話ください！
　【例えば…】
　 失業してなかなか次の仕事が決まらず、収入がない。
　 長期の引きこもりで社会生活に適応できない。
　 家賃を滞納していて立ち退きを迫られている。
　 借金や多重債務で生活が苦しい。
　 �ひとり親家庭で子育てもあって仕事が見つからない。
　 家族が病気になり生活が苦しい。
　 両親の介護があり仕事が出来ず、生活が苦しい。

保護が受けられる場合

保護が受けられない場合

最　　低　　生　　活　　費

収　　　　入

収　　　　入

保護費

最　　低　　生　　活　　費

収入が最低生活費を上回るため､保護は

受けられません｡

収入が最低生活費を下回るため､その不足分

のみ保護費が受けられます｡

相談窓口 住所 連絡先

八代市社会福祉協議会本所 本町一丁目9-14 62-8228

八代市社会福祉協議会鏡支所 鏡町鏡村720 52-0677

生活援護課　☎33-8722

生活保護 生活困窮者自立支援

生活困窮者自立相談支援センター

　病気やその他の理由により、自力ではどうしても生活
できなくなった人に対し、生活保護の制度があります。
身内からの援助や資産及び収入の状況などを調査し、最
低基準（最低生活費）に満たない人には、この制度が適用
され、基準に満たない分が扶助されます。
　ご相談やお問い合わせについては、生活援護課までご
連絡ください。

保護の要否（最低生活費と収入との比較）

生活保護
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④熊本県子ども医療電話相談

夜間の子どもの急な病気などに関する電話相談窓口

�電話番号／＃8000� �
※携帯およびダイヤル回線の場合は　☎096-364-9999

�受付時間

　 �平日　　　午後7時～翌朝午前8時まで
　 �土曜日　　午後3時～翌朝午前8時まで
　 �日・祝日　午前8時～翌朝午前8時まで

�内容

　 �子どもの急な病気への対処方法や応急処置について
　 受診可能な医療機関の情報提供
　 �夜間や休日に対応できる医療機関の情報提供

�相談員

　 �午後7時から午後11時までは、県内の相談員が対応
　 �それ以外の時間帯は、県外のコールセンターに転送
　 �いずれも、経験のある看護師が対応

⑤熊本県夜間安心医療電話相談

夜間に急な病気やケガをしたときの電話相談窓口

�電話番号／#7400� �
※携帯及びダイヤル回線の場合は　☎03-6667-3385

�相談時間

　 毎日　午後7時～翌朝8時まで

�内容

　 �医療機関受診の必要性や応急手当の方法を相談員
が助言

�相談員

　 看護師が対応
　 �必要に応じて、常時待機している医師が二次的に助
言、指導

�対象者

　 �熊本県に在住または滞在している方（主に15歳以上）��
※�お子様の急な病気への対応や応急処置については「こども医療電話
相談」#8000もあります

　八代市では、市民の皆様の急な病気に対応するために、
休日・夜間に次のような診療・相談が実施されています。

①八代市夜間急患センター

平日と土曜日の夜間の診療　※小児科は日曜・祝日も診療

問合せ先／☎31-6999

�住所� �
平山新町4438-3（八代市医師会立病院内）

診療内容／総合診療、小児科

�診療時間� �
月曜日～土曜日、午後7時～午後10時（祝祭日、5月連
休及び年末年始除く。小児科は日曜・祝祭日も診療）

�HP／http://www.yatsushiro-med.or.jp/emergency/

②休日在宅医

日曜および祝祭日の昼間の診療

問合せ先

　☎34-7001：八代市医師会テレホンサービス
　☎62-2212：�八代郡医師会（坂本町、千丁町、鏡町、東

陽町、泉町）

�診療内容／外科、内科・小児科

�診療時間� �

日曜日・祝祭日、午前9時～午後5時
　（5月3日～5月5日、12月31日～1月3日含む）

�HP

　 八代市医師会：http://www.yatsushiro-med.or.jp
　 八代市：https://www.city.yatsushiro.lg.jp

③救急歯科診療

日曜および祝祭日の昼間の診療

�場所� �
八代歯科医師会口腔保健センター（救急歯科診療）� �
日曜・祝祭日の歯科診療

問合せ先／☎31-8020

住所／上野町折口3591-14

�診療時間� �
日曜日・祝祭日（5月連休、年末年始含む）� �
午前10時～午後4時

�HP／http://www.yda8020.com/

夜間と休日の医療について

救急医療
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　国内に住所がある20歳以上、60歳未満のすべての人は国民年金に加入しなければなりません。国民年金の加入者
（被保険者）は、職業などによって次のように分けられます。

加入者の種類

種別 対象者 加入の手続き 保険料

第1号被保険者
自営業・農林漁業・学生・無職の
人など

市役所に届出ます。 加入者が個別に納めます。

第2号被保険者
会社員、公務員など厚生年金保
険や共済組合の被用者年金制
度に加入している人

勤務先の会社が行い
ます。

給料から天引きされ、加入年金制度から納められます。

第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されて
いる配偶者

扶養している人の勤
務先で行います。

扶養している人の加入年金制度から納められます。

必要な申請 必要なもの

国民年金保険料免除申請 基礎年金番号（失業の場合、離職票、雇用保険受給資格者証など）

国民年金保険料学生納付特例申請 基礎年金番号、学生証の写し（在学証明書も可）

産前産後期間の国民年金保険料免除申請
※届出時期は出産予定日の6ヶ月前から

出産前：母子健康手帳
出産後：�原則不要。但し、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書な

ど出産日及び親子関係を明らかにする書類

国民年金� 国保ねんきん課�年金係　☎33-4105

保険料の納付が困難なとき

※�それぞれの年金には受給するための要件があります。

年金の種類 請求先

老齢基礎年金 原則として65歳から受ける年金
第1号被保険者期間のみの人⇒市役所
�1ヶ月でも厚生年金期間がある人⇒年金事務所

障害基礎年金
国民年金加入中など、病気やケガで一定の障
がい状態になったときに受ける年金

初診日が第1号被保険者期間中などにある人⇒市役所
初診日が第2号被保険者期間中にある人⇒年金事務所

遺族基礎年金
国民年金加入中など亡くなったときに遺族
（子のある配偶者又は子）が受ける年金

死亡日が第1号被保険者期間中にある人⇒市役所
死亡日が第2号被保険者期間中などにある人⇒年金事務所

　国民年金の給付には、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金などがあります。

年金の請求先

国民年金の給付

①�日本国籍を持つ海外に住んでいる20歳以上65歳未
満の人
②�老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間を満
たしていない人や、過去に未納期間などがあり満額の
老齢基礎年金を受けられない60歳以上65歳未満の人
③�昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金
の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未
満の人（ただし、受給資格期間を満たすまで）

希望すれば加入できる人

こんなとき 必要なもの

会社を退職したとき 基礎年金番号、厚生年金な
どの資格喪失証明書など配偶者の扶養からはずれたとき

　国民年金に関する届出は次のようなものがあります。

国民年金に関する届出

　「ねんきんネット」は、ご自身の年金の情報をインターネットで手軽に確認できるサービスです。24時間いつでも・
どこでも、パソコンやスマートフォンからご自身の年金情報（納付状況など）や通知書の再交付申請ができます。くわ
しくは、「ねんきんダイヤル」☎0570-058-555へお問い合わせください。

年金の確認に便利な「ねんきんネット」

問合わせ先�

　 国民年金保険料の納め方や免除について

　　➡国保ねんきん課年金係または、日本年金機構八代年金事務所�☎35-6143

　 国民年金や厚生年金の加入期間、年金の請求手続について

　　➡日本年金機構八代年金事務所�☎35-6123

ねんきんネット 検索
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